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2005年7月15日 
公正貿易センター 

＜対日アンチ・ダンピング情報＞＜対日アンチ・ダンピング情報＞＜対日アンチ・ダンピング情報＞＜対日アンチ・ダンピング情報＞    
－公正貿易センター・レポート－ 
（第１４５号  ２００５年 ６月度） 

 
当センターが各国官報等により把握した2005年6月度の世界各国の日本製品に対するアンチ・ダンピン
グ(ＡＤ)措置等に関する情報を下記の通り取りまとめましたので、ご送付申し上げます。 

（お問合せ先：℡03-3591-4550） 
 
Ⅰ  主なトピックス   
 
    １．米国：「薄型ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ･ﾊﾟﾈﾙ」のＡＤ措置失効決定（前号で速報） 
         ・商務省は6月2日、今年3月に開始した「薄型ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ･ﾊﾟﾈﾙ」のサンセット見直し（措 
           置失効に関する見直し）において、米国国内産業側が期限までに見直しへの参加意思を 
           表明しなかったことに基づき、ＡＤ措置の失効を公告した。この「薄型ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ･ﾊﾟﾈﾙ」 
           のサンセット見直しは、1999年に続き２巡目のサンセット見直しで、前回の見直しでは 
           “ダンピング及び損害の継続又は再発のおそれ有り”との結果となりＡＤ措置は2000年 
           4月11日から５年間の継続となった。よって今回のＡＤ措置失効日は、前回のサンセッ 
         ト見直しの結果での措置継続開始日から 5年後である 2005 年 4 月 11 日付での失効 
         となった。 
 
    ２．米国：「ボーーーールベアリング」のＡＤ措置へのサンセット見直し開始   
         ・商務省及びＩＴＣは6月1日、「ボールベアリング(2000年7月11日ＡＤ措置継続開始)」 
           に対するＡＤ措置に関して、サンセット見直しの開始を公告した。今回のサンセット見直 
           しは1999年に続き２巡目のサンセット見直しとなる。 
 
    ３．米国：「カレンダーーーー金具」のＡＤ調査開始申請を受理  
         ・6月29日、「カレンダー金具」に対するＡＤ調査開始申請が受理され、ＩＴＣは同日付で 
           損害調査を開始し、商務省は20日以内に申請書を審査の上、価格調査を含め本件を正式 
           なＡＤ調査として開始するか否かを決定することとなる。 
 
    ４．ＥＵ：「3.5”ﾌﾛｯﾋﾟｰーーーﾃﾞｨｽｸ」のＡＤ措置失効予定を公告 
         ・当局は6月8日、「3.5”ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ」のＡＤ措置が2006年2月22日に措置期間満了で 
           失効となる予定である旨を公告した。この措置失効予告を受け、ＥＵ域内産業が措置期間 
           満了日の2006年2月22日の３ヶ月前迄に、措置失効に関する見直しの要請を当局に申請 
           した場合は措置失効に関する見直し調査が実施されることとなる。また、ＥＵ域内産業が 
           その申請を期限迄に行わなかった場合は、措置期間満了日をもってＡＤ措置は失効となる。  
                 ＊米国のｻﾝｾｯﾄ見直し(措置失効に関する見直し)は、措置開始日から５年経過をもって自動的 
                   に開始されるが、ＥＵの場合は上記のように、域内産業が期限迄に措置失効に関する見直し 
                   の申請をした場合にのみ見直しが実施される点が大きく異なる。 
 
    ５．中国：「PBT(ﾎﾟﾘﾌﾞﾁﾚﾝﾃﾚﾌﾀﾚｰーーーﾄ)」のＡＤ調査を開始（前号で速報）  
         ・商務部は6月6日、「PBT(ﾎﾟﾘﾌﾞﾁﾚﾝﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ)」に対するＡＤ調査の開始を決定し、公告 
           した。これは中国が1997年にＡＤ法を制定以降、中国における24件目、そして今年に 
           入り4月から3ヶ月連続となる３件目の日本製品に対する新規ＡＤ案件である。 
 
    ６．中国：「水加ヒドラジン」のＡＤ調査で“ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ及び損害有り”と最終決定 
         ・商務部は6月17日、「水加ヒドラジン」のＡＤ調査（2003年12月17日調査開始）にお 
          いて、“ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ及び損害有り”との最終決定、及びＡＤ税賦課（184％）を公告した。 
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    ７．中国：「フランフェノール」のＡＤ調査で“ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ及び損害有り”と仮決定 
         ・商務部は6月16日、「フランフェノール」のＡＤ調査（2004年8月12日調査開始）にお 
          いて、“ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ及び損害有り”との仮決定、及び暫定ＡＤ税賦課（113.2％）を公 
          告した。 
 
８．アルゼンチン：「後発性セレクティブ除草剤」のＡＤ措置失効に関する見直し開始 

         ・当局は6月17日、「後発性セレクティブ除草剤」のＡＤ措置（2002年6月25日ＡＤ税 
           賦課開始）の失効に関する見直し開始を公告した。尚、この見直しは、「後発性セレク 
           ティブ除草剤」のＡＤ税賦課期間が３年間のＡＤ措置であった為の措置期間満了に伴う 
           見直しである。 
 
 
 
Ⅱ 各国の官報等での、対日ＡＤ案件の６月度の情報 
  
  １．米１．米１．米１．米    国国国国（ Federal Register〔FR〕での掲載事項）    
        Vol. 70, № 104 ～ № 125 （2005.6.1.～ 2005.6.30.） 
 
      (1) ＡＤオリジナル調査：   官報への対象案件掲載無し 
 
 
      (2) ＡＤサンセット見直し：  
 
           ①商務省：ＡＤサンセット見直し開始の公告 
               FR p.31423 (2005.6.1.),  Effective Date：2005.6.1. 
               ・ボールベアリング  
                    ［商務省：A-588-804  Antifriction Bearings, Ball］ 
 
           ②ＩＴＣ： ＡＤサンセット見直し開始の公告 
               FR p.31531 (2005.6.1.),  Effective Date：2005.6.1. 
               ・ボールベアリング 
                    ［ＩＴＣ：731-TA-394A  Ball Bearings］ 
 
           ③商務省： ＡＤサンセット見直し（2005年3月開始分）の最終結果（米国国内産業の見直 
                       しへの参加意思表明無し）、並びにＡＤ税賦課命令撤回（2005年4月11日付） 
                       の公告 
               FR p.32289 (2005.6.2.),  Effective Date：2005.4.11. 
               ・薄型ディスプレイ・パネル  
                    ［商務省：A-588-817  Electroluminescent Flat Panel Displays］ 
 
           ④ＩＴＣ： ＡＤサンセット見直し（2005年3月開始）フル・レビュー実施決定の公告 
               FR p.36657 (2005.6.24.),  Effective Date：2005.6.6. 
               ・フォークリフト  
                    ［ＩＴＣ：731-TA-377  Internal Combustion Industrial Forklift Trucks］ 
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     (3) ＡＤ行政見直し等： 
 
           ①商務省： ＡＤ行政見直し申請機会の公告  
               FR p.31422 (2005.6.1.),  Dated：2005.5.25. 
               ・大径継目無鋼管（見直し対象期間＝2004.6.1.～2005.5.31.）    
                    ［商務省：A-588-850  Carbon＆Alloy Seamless Standard, Line,＆Pressure Pipe 

(Over 4 1/2 Inches)］ 
               ・小径継目無鋼管（見直し対象期間＝2004.6.1.～2005.5.31.）    
                    ［商務省：A-588-851  Carbon＆Alloy Seamless Standard, Line,＆Pressure Pipe 

(Under 4 1/2 Inches)］ 
               ・形鋼 （見直し対象期間＝2004.6.1.～2005.5.31.）    
                    ［商務省：A-588-852  Structural Steel Beams］ 
 
               ・熱延鋼板 （見直し対象期間＝2004.6.1.～2005.5.31.）    
                    ［商務省：A-588-846  Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products］ 
 
               ・フォークリフト （見直し対象期間＝2004.6.1.～2005.5.31.）    
                    ［商務省：A-588-703  Forklift Trucks］ 
  
              ・電磁鋼板 （見直し対象期間＝2004.6.1.～2005.5.31.）    
                    ［商務省：A-588-831  Grain-Oriented Electrical Steel］ 
 
           ②商務省： ＡＤ行政見直し仮結果期限延長（2005年6月30日までに）の公告  
               FR p.33448 (2005.6.8.),  Effective Date：2005.6.8. 
               ・表面処理鋼板 （見直し対象期間＝2003.8.1.～2004.7.31.）    
                    ［商務省：A-588-824  Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products］ 
 
           ③商務省： ＡＤ行政見直し取消しの公告  
               FR p.36369 (2005.6.23),  Effective Date：2005.6.23. 
               ・表面処理鋼板 （見直し対象期間＝2003.8.1.～2004.7.31.）    
                    ［商務省：A-588-824  Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products］ 
 
           ④商務省： 事情変更によるＡＤ行政見直し仮結果としてＡＤ税賦課命令を一部撤回しない 
                       旨の意図の公告  
               FR p.35618 (2005.6.21.),  Effective Date：2005.6.21. 
               ・表面処理鋼板     
                    ［商務省：A-588-824  Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products］ 
 
           ⑤商務省： 裁判所最終裁定に基づくＡＤ行政見直し最終結果修正の公告 
               FR p.34447 (2005.6.14.),  Effective Date：2005.6.14. 
               ・アンチフリクション・ベアリング（見直し対象期間＝1994.5.1.～1995.4.30.）    
                    ［商務省：A-588-804  Antifriction Bearings(Other Than Tapered Roller  
                                           Bearings)and Parts］ 
 
           ⑥商務省： ＡＤ行政見直し最終結果の公告  
               FR p.37759 (2005.6.30.),  Effective Date：2005.6.30. 
               ・ステンレス薄板 （見直し対象期間＝2003.7.1.～2004.6.30.）    
                    ［商務省：A-588-845 Stainless Steel Sheet and Strip in Ciols］ 
 
           ⑦商務省： ＡＤ行政見直し開始の公告  
               FR p.37749 (2005.6.30),  Effective Date：2005.6.30. 
               ・ボールベアリング （見直し対象期間＝2004.5.1.～2005.4.30.）    
                    ［商務省：A-588-804  Antifriction Bearings, Ball］ 
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  ２．ＥＵ２．ＥＵ２．ＥＵ２．ＥＵ（ Official Journal〔OJ〕での掲載事項）    
        OJ Vol.48 № L 138 ～ L 169 (2005.6.1.～ 2005.6.30.) 
        OJ Vol.48 № C 134 ～ C 160 (2005.6.1.～ 2005.6.30.)    
 
      (1) ＡＤオリジナル調査：  官報への対象案件掲載無し 
 
      (2) ＡＤ見直し等：  
             ・3.5”フロッピーディスク： ＡＤ措置失効の予告（失効予定日＝2006.2.22.） 
                [Magnetic disks (3.5”microdisks)] 
                 Commission Notice № 2005/C 139/02, OJ № C 139 p.2（2005.6.8.） 
 
 
  ３．カナダ３．カナダ３．カナダ３．カナダ（ Canada Gazetteでの掲載事項） 
        Vol.139, № 23～№ 26 （2005.6.4.～ 2005.6.25.） 
 
      (1) ＡＤオリジナル調査：  官報への対象案件掲載無し 
 
      (2) ＡＤ見直し等：  官報への対象案件掲載無し 
 
 
  ４．オーストラリア４．オーストラリア４．オーストラリア４．オーストラリア（ Australian Customs Dumping Noticesでの掲載事項） 
        № 2005/32 ～№ 2005/34  (2005.6.1.～ 2005.6.30.)    
 
      (1) ＡＤオリジナル調査：  官報への対象案件掲載無し 
 
      (2) ＡＤ見直し等：  官報への対象案件掲載無し 
  
  
  ５．中５．中５．中５．中    国国国国    
  
       ・ＰＢＴ（ﾎﾟﾘﾌﾞﾁﾚﾝﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ） 
              商務部は6月6日、ＡＤ調査開始を公告 
                  （中華人民共和国商務部公告2005年第30号<2005.6.6.>）       
 
       ・水加ヒドラジン ： 
              商務部は6月17日、ＡＤ調査の最終決定（ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ及び損害有り）、並びに 
              ＡＤ税賦課を公告 
                  （中華人民共和国商務部公告2005年第36号<2005.6.17.>） 
 
       ・フランフェノール ： 
              商務部は6月16日、ＡＤ調査の仮決定（ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ及び損害有り）、並びに 
              暫定ＡＤ税賦課を公告 
                  （中華人民共和国商務部公告2005年第32号<2005.6.16.>） 
 
 
  ６．アルゼンチン６．アルゼンチン６．アルゼンチン６．アルゼンチン    
 
       ・後発性セレクティブ除草剤 ： 
              当局は6月17日、ＡＤ措置の失効に関する見直し開始を公告 
                                  

以 上 


